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道内社会科副読本におけるアイヌ民族関係記述について
ー「政治的言説」再生産の可能性を核にして－
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吉　田　正生
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Ｉ　問題の所在
本研究は，日本においても多文化教育／多民族

教育の視点を取り入れて学校知
，教育的知識が再

構成されなくてはいけないという惆題意識を底流
に持つ

。すなわち，今日の学校知の多くは，無意

識のうちに自文化中心
，自民族中心に構成されて

いるであろうが
，それを転換しなくてはならない

という問題意識の上に成立
している。

そのような問題意識は
，単にアメリカにおいて，

あるいはイギリスやカナダなどにおいて多文化教育がいろいろな意味から着目されるようになって
きた(McLeod, Keith A., 1992 ； Sleeter, Christine
E., Grant, Carl A., 1987)から生まれたという
ものではない。

また
，多文化教育が単なる人種問題を扱う教育

から発展し
，ジェンダーの問題や対抗文化論をも

包摂するほどの広がりをも
って来たからというの

でもない(Banks, J. A., 1994)
。

池田寛の次の様な指摘（池田, 1993 : 68）を受
け止め

，日本に厳然としてある人種問題を考える

ための手がかりとして多文化教育を参考にしたい
のであるｏ

日本のなかに人種問題や民族問題なんてあるのだ
ろうか

，という疑問をもつ人がいるかもしれないが，

日本にも人種問題や民族問題はあるのであるｏアイ
ヌ（ウタリ）問題がそうであり

，小笠原諸島の先住

民がそうである
。外国人労働者問題が社会的関心を

呼んでいるが
，アイヌや小笠原先住民に対して日本

人はどれだけの関心を寄せてきただろうか
。　日本人

は人種的に同
一であるという「常識」のもとに，そ

のような少数者の問題を闇に葬ってきたのではない

のか。
しかし

，では，人種的差別解消のためにカリキュ

ラムや教育的知識の再構成を行うためにどうすれ
ばよいかとなると

，それを具体的に実践し得るだ

けの蓄積は見当たらない
。本論は，そうした蓄積

に貢献しようとするものであるＯ
しかし

，それなら何を研究の視角とすべきか。

本論においては
，村井紀の次のような指摘を受

けて
，教育内容としてどのようなアイヌ民族像が

提示されているのかを検討することを研究視角と
する。

村井は「滅びゆくアイヌ民族
」という戦前のア

イヌ民族観は
，一見歴史的事実に基づくものと思

われがちだし
，これまでそのように思われてきた

が
，それは違うという。それは「『国民』を剔出

する過程で言説化されたのであり
，個別の事情や

それ自身に起因するような性格のものではない
…

中略
…このような語りは，まず帝国主義日本の

政治支配の言説としてとらえられなければならな
い
」という。その理由として村井は，そのような

語りの基底には
，「“明治の精神”＝スペンサー

の社会進化論」があるからだというのである（村
井紀, 1996 : 121.)

。

明治14年に参議大蔵卿となった松方正義のとっ
たデフレ政策は

，明治17年に深刻な不況を農村に

もたらす
。そしてそれ以後，北海道への移民は全

国的な規模のものとなった
。こうした大量の移民

たちは
，これまでアイヌ民族が狩猟の場としてい

たところを農地や市街地に変えるなどの形で
，ア

イヌ民族の暮らしを窮迫させていった
。したがっ

て，村井は「開拓が，アイヌ社会を危機に陥れた
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のであって
，（アイヌ民族の貧窮は）アイヌ自身

に起因するものではなかった
」，それにもかかわ

らず
，スペンサーの社会進化論からのまなざしに

よって「『優勝劣敗とアイヌ』（明治19年）と言説
化し

」，いわば問題とその因ってくるところを

「すり替え
」，さらにこの「すり替え」られた言説

が「新聞などによって広範に流布され
，驚くべき

ことに
，ごく最近まで，「“滅びゆく民”の二つ

の儀式
」(1963年）『滅びゆくアイヌの墓標』(1966

年）などと繰り返されてきた」（村井，同前:122.)
と指摘する。

このように
，事実を踏まえた上でのアイヌ民族

観だと思われていたものが
，実は国民創出のため

の政治的言説の
一部であったということが明らか

である以上
，現在の学校教育がそのような政治的

言説の再生産を阻止しうるようなものになってい
るか否かを検討することは

，緊要の問題である。

そこで
，本論の目的を道内各市町村の副読本に

みられる「開拓
」記述が，そのような政治的言説

の再生産を阻正しうるようなものになっているか
否かを検討することとする。
対象を副読本にしばったのは，次の理由からで

ある。
○　小学校中学年においては

，社会科教科書より

も副読本のほうが
，地域の実態を教えやすいと

いうことで
，教師たちに利用されることが多い。

○　日本の小
・中学校教育の場合，文部省は学習

指導要領及び指導書によって教育内容を詳細且
つ具体的に境界化し

，何か学校知として正統的

であるかを明示している
。しかし，アイヌ民族

関係の学習内容に関しては
，何か正統的であり

何かそうでないかは明示されていない
。ここに

個々人や個別諸機関の解釈の入り込む余地が生
ずることになる。
もちろん

，北海道教育委員会（以下，道教委）

は
，『学校教育指導資料アイヌの歴史・文化に

関する指導の手引き』(1984年12月）などによっ
て
，匚正統的知識」の創出を図っている1）。

しかし
，いくつかの支庁にわたって，各市町

村の副読本を読んだときに受ける印象は
，アイ

ヌ民族関係の記述に関する内容的なばらつきの大きさである。つまり，道教委の指導があるに

も関わらず
，そこで示された内容はそのまま正

続的知識として受け入れられておらず
，各市町

村はそれに近いものから遠いものまで
，様々な

副読本を作成しているのである
。

したがって
，道内において，アイヌ民族を教

育内容としたときに
，個々の教師によってどの

ような言説構成がなされる可能欧があるのかは
，

道教姿の指導によってよりも
，個々の副読本に

よって見ざるを得ない。

それにもかかわらず
，教科教育学の観点から，

北海道の副読本が本格的に研究されたことはない
。

わずかに政治学者の清水敏行の冂ﾋ海道の社会科
副読本におけるアイヌ民族

」があるのみであるＯ

この中で清水は
，異質な民族同士が同一の社会

の中で共生できるようになることをめざす
，した

がってそれに必要な知識
，技能，態度の育成をめ

ざす多文化教育としてのアイヌ民族学習を十全な
ものにするためには

，国の基準にも道教委の基準

にも囚われることなく各市町村が独自の副読本記
述を行うべきであると主張している

。

この清水の論文は
，政治学者が副読本に着目し

たという点からも
，またアイヌ民族学習の為の副

読本記述として何が必要かを明確に打ち出してい
るという点からも高く評価できる

。

しかし
，数量化Ⅲ類のような客観的手法でみた

場合
，清水が抽出した副読本分類軸，匚同化一共

生
」軸と「自治度（十）一自治度（－）」軸が成

立するかどうかは検討の余地がある
。また，「開

拓」記述について十分な検討がなされているとは
言い難い。

この点からも
，本論では「開拓」記述における

アイヌ民族関係記述を検討することに焦点をしぼ
ることにし

，まず，「開拓」記述にアイヌ民族関

係の記述が登場しているのかどうかを見る（第Ｈ
章）
。次いで，そのアイヌ民族関係の記述の質を

検討する（第Ⅲ章）
。また，アイヌ民族関係記述

の各類型が
，どの程度・どのように分布している

かを示す
。最後に今後に残された課題について述

べる（成果と課題）。

－80－

ｎ「開拓」記述におけるアイヌ民族関係記述に
ついて



今回
，分析対象にできたのは，13支庁99市町村

の副読本だけであった
。収集を始めたのが遅く，

既に全て児童に配付してしまっているなどの事情
が
あったからである。

最も古い作成年月日をもつものは
，苫前町（留

萌支庁）のもので昭和60年度である
。最新のもの

は歌志内市のもので平成８年度のものである
。こ

れらは
，平成８年度の改訂以前の教科書に対応し

たものであり
，かつ，『学校教育指導資料アイヌ

の歴史
・文化に関する指導の手引き』によって，

道教委がアイヌ民族学習における正統的知識を発
表
した以後のものである。
倒　分析枠組みについて一物語論からのもの
①　叙述と描写について

ここでは
，分析枠としてジェラール・ジュネッ

トの物語論に依拠して「描写」と「叙述」という
ものを設定した。

ジュネットは
，「物語の境界」（ジェラール・ジュ

ネット, 1989 : 57
－81）の中で，物語を次のよう

に定義している（同上書:57，ただし，括弧内は
引用者）。

物語とは
，現実もしくは虚構のある出来事を，あ

るいは
一連の出来事を，言語，より特定的には書か

れた言語を手段として再現したもの（である
。）

また
，物語の構成契機としての叙述と描写につ

いては
，次のように書いている（同上書:65）。

実のところあらゆる物語は
，二種類の再現から成

り立
っているｰただしその両者は緊密に混じりあ

い
，その割合は非常に可変的であるが。それら二種

類の再現のうち
，一つは，行為や出来事の再現であ

り
，それらの再現が厳密な意味での叙述narration

を構成している
。他の一つというのは，事物や登場

人物の再現であ
って，それらの再現は今日のいわゆ

る描写descriptionの所産にほかならない
。

このジュネットの考え方に倣い
，副読本におけ

るアイヌ民族関係記述を叙述的記述と描写的記述
とに分けた

。すなわち，アイヌ民族関係記述の総

体をアイヌ民族と「本土民族
」（佐原真, 1996⊃

との物語と見
，その中の“アイヌ民族が本土民族

とどの様な関わりをもちそしてどうなっていった
か
，今またどうしているのか”という部分を行為

や出来事の再現部分と見なし，これを叙述的記述

と名づけたＯこれに対しでアイヌ民族はどのよ
うな暮らしをしていたのか”“その文化はどのよ
うなものであったのが等アイヌ民族の属性等に
関する説明的記述をしている部分を事物や登場人
物の再現部分と見なし，これを描写的記述と名づ
けた。

②　
叙述的記述について

このようにすると
，叙述的記述は，大きくコシャ

マインの戦いに関するものなど近世以前のものと
近代国家成立以降の北海道開拓に関わるものの２
つに分かれる。
ここでは

，そのうちの匚開拓」記述のみに着目
して分析を進めたのである。

前の章で述べたように
，優勝劣敗の法則によっ

て匚滅びゆく
」のがアイヌ民族であるという政治

的言説がいつの間にかつくられ
，我々の意識の奥

深く入り込んでいた
。しかもこれに対して，我々

は長い間気づかなかったのである
。いや，それど

ころか
，匚アイヌ民族の困窮はアイヌ自身に起因

する」といったような言説を再生産してさえいた
のである。

現在の副読本が
，そのような言説の再生産を阻

む契機をもっているのか否か
，これを検討するた

めの枠である。

（2）分析結果に
ついて

①「複数視点からの開発記述
」について

“開発がアイヌの生活を脅かすものであった
という意味の記述を匚複数視点,からの開発記述」
と呼ぶことにする

。これは，匚本土民族」の視点

だけから開拓を見るということをせず
，アイヌ民

族
へのまなざし（開拓がアイヌ民族にどのような

影響をもたらしたか）
，そしてアイヌ民族からの

まなざし（アイヌ民族が開拓や移民をどう見てい
たか）があると考えられるからである

。

これに対して
，匚開拓が北海道を住みやすい所

にした
」厂今日の発展の基礎を築いた」という意

味のことだけが書かれ
，アイヌ民族が開拓の結果

どうなったかということについて全く触れられて
いないものを匚

一視点からの開発記述」とする。

このような視点から
，道内各市町村の副読本を

分類すると次のようになるＯ
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○匚複数視点からの開発記述」があるのは
，６市

町
，全体の6.1%である2）。

音別町（釧路支庁）
；夕張市，由仁町（空知文

庁）
：池田町，音更町，清水町（十勝支庁）が，

それに当たる
。他の副読本には，開拓の影響に関

する記述はまったく見られない
。つまり，ほとん

どの副読本が北海道の開拓を「本土民族」の視点
から

のみ見ているのである。

すなわち
，かつて北海道にいた（＝先住民であっ

た）
，そして道内各地に地名を残しているアイヌ

民族は
，“自然にいなくなってしまっだ か，

“昔
，和人との戦争に負けたあと細々と生きてい

たが
，北海道の開拓が始まると，その開拓とは無

関係のうちにいなくなってしまっだという物語
が多くの市町村の副読本において語られているの
である。

副読本の歴史記述は
，多くの場合，開拓の結果

北海道が開けてきたという「‾開拓
」史観とでも呼

ぶべきものによっており
，アイヌ民族のまなざし

など本州移民以外の視点から「開拓
」とは何だっ

たのかを問うという姿勢が欠落している
。すなわ

ち，アイヌ民族からのまなざしやアイヌ民族への
まなざしが欠けているのである。

視野をもう少し広げて
，道教委の指導3）が，ど

の程度受け入れられているか見てみよう
。

まず
，アイヌ民族関係の記述をまったく取り上

げていないものが
，99市町付のうち，10市町村，

凡そ10％ある
。その内訳は，以下のとおりである。

・上川支庁管内:3 (20市町村のうち）
・空知支庁管内:3 (24市町村のうち）
・後志支庁管内:2（18市町村のうち）
・網走支庁管内：２（８市町村のうち）
また，道教委の提示した物語（＝先住民である冂蚕‾写‾部‾芬‾

アイヌ民族は，道内各地に地名を残した）が，不
‾
ｒｒ羃‾‾芬‾

完全にしか展開されていないもの（すなわち描写
部分が欠けていたり

，叙述部分が欠けているもの）

をみると
，全体のおよそ31.3%,完全に欠如して

いるものをみると26.3%あり
，道教委の指導にも

かかわらず
，「開拓」記述以外でも，アイヌ民族

へのまなざしを欠いた副読本が目につくのである
。

②「複数視点からの開発記述」の「正統的

知識」性について

70
％以上の市町村の副読本記述に登場する知識

を
，匚正統的知識」, 50%以上70％未満のものを

匚準非正統的知識
」, 30%以上50％未満のものを

匚準非正統的知識」, 30%未満のものを「‾非正統的
知識

」と呼ぶことにしよう。

正統的という語を用いるのは
，或る知識が，各

市町村教育委員会によって
，教育的知識としてそ

の妥当性を認められている（副読本に記述されて
いるのであるから）というニュアンスを出すため
である

。また, 70%という数字を道内全体におけ

るその知識の匚正統性
」の指標にしたのは，およ

そ68.3%の標本が
，－し7から＋1（ｱの間に分布

しているという統計学的知見を参考にしたからで
ある。

さて
，このような基準の下で見ると，道内忙お

ける（もちろん
，今回は全道の副読本を集めてい

ないので“集めた資料で見る限り”という限定詞
つきであるが）匚開拓記述

」においては，匚一視点

からの開発記述
」が，依然として匚正統的」なも

のであり
，匚複数視点からの開発記述」は，厂非

正統的
」なものにとどまっているのである。

また
，副読本作成にあたってアイヌ民族関係の

記述を取り上げないという編集方針は
，匚非正統

的」なものになっており
，取り上げること自体は

匚正統性」を獲得しているのである。

では
，章を改めて匚複数視点からの開発記述」

がどの程度の質のものであるかを検討することに
しよう。

Ⅲ「複数視点からの開発記述
」の質の検討

開発が進むにつれて
，アイヌのくらしがなぜ苦

しくなったのかを説明する「複数視点からの開発記述」は，次の４つのパターンに分けることがで
きる。
①「原因＝政府

」型：アイヌ民族のくらしが苦し

くなった原因は政府の施策であるとするもの
記述中に「禁止

」「法律」など，公権力の行
使だということがわかる語句のあるものをここ
に分類した。
②「原因＝

一般市民」型：原因は，一般市民がア
イヌ民族の食料である鹿や鮭を乱獲したことに
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ある　あるいは和人の非人道的な行為によると
するもの
③「原因＝政府十

一般市民」型：原因は，政府の
施策にもあるし一般市民の行為にもあるとする
もの
④「不明示」型：原因を記述していないものある
いは，読み取るのが困難なもの

①に該当するのは
，夕張市と音更町のもの，②

に該当するのは清水町
，③が池田町，④が由仁町

と音別
町のものである。

以下
，どのようなものか，該当箇所を示す（た

だし
，下線は引用者によるものであり，型分けの

ときに指標とした箇所であることを表わす）
。

●「原因＝政府
」型……＜夕張市:p.l22>

1896 (明治29）年
，アイヌの人々の広い土地

が「御料地
」（皇室の土地）となり，アイヌ

の人々はそれまで鹿をとり
，サケをとってく

らしていた土地を追われてしまいました
。

山で木を切ると盗伐，川でサケをとると密－
漁といって罰せられるようになりました。

れ
，狩りや漁ができなくなってしまいました。

＜音更町:P.178>

明治の中ごろになると
，サケをとることが

きんしされました。大事な食べ物だったサケ
がとれなくなったアイヌの人々のくらしは

，

た
いへん苦しくなりました。

・匚原因＝一般市民」型……＜清水町:p.76>
……しかし，和人が十勝に住み，開拓を進

めるようになるとアイヌの人たちをささえて
きたゆたかな川や海や原野は結果としてあら
されることになりました

。また，和人の中に

は
，物々交換をするときにごまかしたり，だ
ー
まして土地をとったり，和人のためにむりや
り働かせたりする者まであらわれました

。こー
のようなことから，このころのアイヌの人た
ちのくらしが，苦しくなったこともありまし
たＯ
●「原因＝政府十一般市民」型……＜池田町:
P.104>

●● ●申 ●●

○

が，かってに取ることをきんしされましたの

で
，アイヌの人々のくらしは，たいへん苦し

くなりました
。そのため，狩りや漁にかわっ

て農業をやらされるなど
，なれない仕事の上，

和人とのあらそいもあって
，うまくいかなかっ

た事が多か
ったようです。

●「不明示
」型……＜由仁町:p.94>

しかし
，開拓が進むにつれ，アイヌの人た

ちの生活の場所はどんどんなくなっていきま
した

。けものや魚をとることができなくなり，

住むところもうばわれたりしました
。

＜音別町:p.l06>4)
・　明治17年には鹿がほとんどとれなくなり，

このあたりに住んでいた（アイヌの）人たち
は
，たいへんこまったようです。

・　古老（アイヌの人）のはなし：明治の30年

代に今まで住んでいたところから
，農業には

ぜんぜんむいていない土地に追いやられたよ
。

作物はあまりとれないよ
。なにせそれまで，

自分たちの土地だと思っていたところに住め
なくされてしまったんだ

。わしらが住んでい

たところに
，勝手に入ってきて，何のそうだ

んもなしに
，出ていけとは，どういうことな

のか
。今そんなことをやる人間がいたら，ど

のようにいわれるかな
。そのあとわしらの生

活かどうなるか，だれでもわかるはずだ。

「開発（開拓）単元
」における正統的な学校知

は
，「開発（開拓）の結果，人々のくらしがよく

なった
」というものである。学習指導要領が，そ

してそれを受けてなされた社会科教科書の記述内
容がその

正統性を支えている。

このような正統的学校知に対して
，開拓の結果

生活が悪くなった人々がいたという知識は
，対抗

文化的な学校知である
。学校においては，正統的

知識を教えることが「
一般」的であり「常識」的

であるとするならこれらの知識は
，非常に大胆か

つ激烈なものだということになる
。

この大胆さ
，激烈性を薄めるためと思われる記

述上の工夫が見られ
，これが現在の副読本にみら

れる「複数視点からの記述」を問題あるものとし
ている。
これらの記述の問題点は２つある。一つは，激また

，サヶもだいじな食べ物でした
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烈さを緩和するために上記引用文の後に
，アイヌ

民族の生活が窮迫したという史実をぼかしたり
，

ねじ曲げたりするような文や文章を挿入していることである。先ず音別町のものを見てみようＯ

明治17年には鹿がほとんどとれなくなり
，このあ

たりに住んでいた人たちは
，大変こまったようです。

根室県にのころは根室に県庁があ
った）では√農

業の指導をしましたが
，それに応えて，農業をやる

人も，でてきました。

この年に
，安藤幸吉夫妻（アイヌ名，アットンコ

ロ）が
，開こん事業の特別よかった人として，根室

県庁に
，表しょうされています。

アットン
コロの成功事例を紹介することによっ

て
，開拓がアイヌ民族の伝統的な生活様式を破壊

し
，彼等を経済的にも窮地に追いやったという面

が弱くなり
，生活の基盤を農業に切り替えさえす

れば窮迫から免れ得たのだという印象を与えるよ
うなものになってしまっている

。もちろん，同時

に先に紹介したような古老のはなしも並記すると
いう良心的配慮はなされているが

，成功事例を持

ち出すことによ
って古老の話もたまたま不運な目

にあった人のはなしというとられ方をしかねなく
な
ってしまっているのである。

今
一つの問題は，上に引用／紹介した文章の表

現そのものが曖昧にさせられているものかおると
いうことである

。そのようなものとして，音別町，

池田町
，清水町のものを拳げることができる。た

とえば，池田町のものを見てみよう（下線は，引
用者による）。

そのため
，狩りや漁にかわって農業をやらさ

れるなど
，なれない仕事の上，和人とのあらそ

いもあって，うまくいかなかった事が多かった
ようです。

このように見てくると
，開拓の結果生活が悪く

なった人々がいたという知識をそのまま記述する
ということは

，最も匚非正統的」な記述態度とい
えるであろう。

IV　成果と今後の課題
今回分析の対象とした副読本に関しては

，次の

ような点が
明らかになった。

・　匚複数視点からの開拓記述」は依然として
，

匚非正統的知識」であること
・　現在見られる匚複数視点からの開拓記述」は，
詳細に検討すると，それぞれ問題をもっている
こと

しかし
，これをもって副読本作成にあたって努

力が足りないなどと結論づけるつもりは毛頭ない
。

むしろ
，自分も含めて，教科教育の研究に擒わる

者の責任の大きさを改めて思い知らされたのであ
る。

教育学者
，そしてまた社会科教育研究に携わる

者たちも最近になってようやく
，諸外国の多文化

教育の理論や実践に目を注ぐようになったのであ
る
。したがって，具体的な授業構成，単元構成，

カリキュラム構成
，さらには副読本記述の在り方

等
，課題が具体的になればなるほど，小・中学校

の授業実践者が参考にできるような成果はないの
である。

つまり
，副読本記述のばらつきの大きさや内容

的な不十分さは
，実践者たちに突きつけられた課

題である以上に
，研究者たちに突きつけられたも

のなのである
。では，どうしたらいいのか。具体

的なものは今後
，一つずつ積み重ねていくしかな

いが
，その際にそうした作業の基本姿勢とすべき

ものとして
，バンクスのいう匚変換アプローチ」

に着目したい
。バンクスは，これについて次のよ

うに説明している(Banks,よA., 1994 : 53）
。

このアプロ
ーチは，カリキュラムの原理やパラダ

イム
，そして基本的な前提を変え，生徒が異なった

扎点から概念や論点
，テーマ，問題を考察すること

を可能にする
。／このアプローチの主要な目標の中

には
，生徒が多様なエスニックや文化の視点によっ

て
，概念や出来事，人々を理解し，また知識を社会

的に構成されたものとして理解するよう支援するこ

厂多かった
」と断定の形にせず，曖昧さを増す

ごとによって激烈性を薄めているのである
。

さらに
，音別町の副読本が，アイヌ民族窮迫の

原因主体がだれであるかはっきりしない記述になっ
ている背景にも

，対抗文化的な知識の激烈性に対

する内的・外的なチェックを考えることができる
のである

。
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とも含まれている
。したがってこのアプローチにお

いて
，生徒は征服する側とされる側の両方の声を読

んだり聞いたりすることができるのである
。また生

徒は
，出来事や状況に対する教師側の視点を検討し，

その出来事や状況に対する自分自身の見方を定式化
，

正当化する機会を与えられる。

このようなバンクスの主張及び副読本の分析か
ら
，今のところ非常に一般的／抽象的レベルでし

かないが
，次のような記述指針が考えられるので

はないだろうか。

○　多文化教育とは
，共生のための教育というよ

りも
，異文化を持ったもの伺士がお互いの価値

や価値観をぶつけあわせていくなかで
，共に育つ

ていくことをめざす教育である
。つまり共育／

共生のための教育である。

○　そこで
，匚対抗文化］的な知識も臆すること

なく記述する
。それは決して自虐的な態度から

ではなく
，自らの価値と他者の価値とを衝突さ

せ
，より広く，深い見方を生み出すためである。

○　和大たちがなぜ
，農業をアイヌ民族に勧めた

のか
。また，なぜアイヌ民族のなかでそれを受

け入れる人々が出てきたのか
。これらを単に和

人のアイヌ蔑視政策という見方に還元してしま
わずに

，文化人類学や社会学の成果を取り入れ

て
，文化接触，文化変容といった社会諸科学の

概念学習へとつなげていく
。それによって，子

どもたちのものの見方を深め
，共育／共生とい

う態度を啓培する
一助とする。

こうした視点を踏まえた上で
，今後，カリキュ

ラム
，授業は言うに及ばず，副読本記述の在り方

をさらに具体的に検討していきたい。

【註】
１）滝川裕司が「北海道教育大学札幌

・岩見沢校

所蔵社会科副読本目録
」（北海道教育大学札幌・

岩見沢校社会科教育研究会『社会科副読本の研
究』, 1994.)というものを作成している

。これ

には「道内212市町村のうち
，３市24町３村を

除く182市町村の副読本」534冊の「版型・ペ
ー

ジ数」「主な特徴」などが，掲載されている。
－85－

「主な特徴
」欄における内容紹介は，可能な

限り
，アイヌ民族に関するものが摘記されてい

る
。またアイヌ民族関係の記述がある副読本が

どれくらいになるかも書かれている
。しかし，

記述そのものの分析は行われていない
。そこで

先行
研究の中に含めなかった。

２）ある記述が開拓による影響について触れてい
るか否かの判断は

，「開拓の結果」「開拓が進む

につれ
」という語句があるか否かによった。

また
，アイヌの人々が狩猟や漁労を営めなく

なったという記述がある場合にも
，開拓による

影響について触れている記述であると判断した
。

狩猟や漁労は
，アイヌ文化の要であり，日常生

活の要であったからである。

３）『学校教育　指導資料アイヌの歴史
・文化に

関する指導の手引き』(1984年12月）において
小学校におけるアイヌ民族関係の正統的な学校
知として次のようなことが明示化／境界化され
ている(pp.3 

― 5 )。

低学年
：「身近にアイヌ民族に関わる遺跡があ

る場合には
，それらに気付かせたり，アイヌ

の人たちの伝統的行事や伝説に触れさせるな
ど
，アイヌの人たちの歴史的事象や文化に興

味
，関心を持たせる」こと

中学年
：小学校３年生では，アイヌの人たちが

厂北海道の先住民である
」ことと「身近な地

域の地名はアイヌ語と深い関係があることに
気付かせ

」ること。また，「わたしたちの市

（町
・村）のうつりかわり」という歴史学習

の際に
，「地域に見られるアイヌの人たちの

有形文化財
，無形文化財や伝統的行事を取り

上げ
，その歴史的背景に気付かせる」ことの

３つがあげられている。

小学校４年生では
，「開発のようすと人々

のくらし
」単元の学習に関わって，「古くか

ら北海道に住んでいたアイヌの人たちの昔の
くらしの様子や民族固有の文化及び本道に和
人が移住してからのアイヌの人だちとの交易
の様子などを扱う」こと

，とやはり３点があ
げられている。

アイヌ文化の学習にあたっては
，「アイヌの

人たちが自然との関わりの中で，すべてのもの



に神が宿るという独自の精神文化を築いたことに留意」することと留意点までもあげられてい
る。
高学年

：「我が国の国土や歴史の学習及び政治

の学習とのかかわりで
，北海道におけるアイ

ヌの人たちの歴史や文化について理解を深め
ると共に人間尊重の態度を育てる

」こととなっ

ており
，要するに歴史学習と人権学習の中に，

アイヌ民族に関する学習が行われるよう
，位

置づけられている。
４）「禁止

」「法律」などのように，行為主体が政
府等公権力の保持者であることがわかる言葉が
見られない。

また政府でなく市民（和人）が原因であると
いうことも

，他の市町村のようには明示されて

いない。そこで，音別町のものは，「不明示」
型とした。

施設『僻地教育研究』第50号:pp. 17-51.
Sleeter, Christine E., Grant, Carl　A., 1987,
An Analysis of Multicultural Education in
the　United　States, HaΓリard Educational召eリiew Vol.57 No.4 November 1987, pp.421-
444.
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